
保護者の皆様へ

A，　諸費徴収の内訳

　　１,給食費　　･･･　本年度は無償のため徴収はありません。

　　2,ＰＴＡ会費　･･･　１世帯につき年額3,600円(300円×12ヶ月)
　　　　（きょうだいが本校に在籍の場合は、下のきょうだいの方でお納め下さい。）

　　　　 ※1,2,6年は年3回引き落としますので、1回分は1,200円になります。

　　　　 ※3,4,5年は年5回引き落としますので、1回分は720円になります。

　　3,学校諸費　･･･　消耗品費（印刷代等）と児童会費（委員会・クラブ費）　
　　　　　消耗品費　→　年額1,200円（100円×12ヶ月）
　　　　児童会費　→　年額360円（30円×12ヶ月)

　　　合わせて年額1,560円を引き落とします。
　　　　※1,2,6年は年3回引き落としますので、1回分は520円になります。

　　　　※3,4,5年は年5回引き落としますので、1回分は312円になります。

4,学年活動費　・・・　あらかじめ年間の必要額を学年毎に算出しています

費　　目 1　　　　年 ２　　　　年 ３　　　　年 4　　　　年 5　　　　年 6　　　　年
国 語 1,950 3,200 2,360 2,799 2,270 2,340
社 会 生 活 2,615 557 0 160 990 1,240
算 数 4,720 3,240 2,350 2,760 2,010 2,520
理 科 1,650 2,030 1,182 2,040
音 楽 0 0 0 0 0 150
体 育 200 0 590 590 727 860
図 工 1,215 991 754 611 766 708
家 庭 科 408 178
英 語 0 0 123 50
校 外 学 習 500 256 1,810 1,611 757 1,000
芸術鑑賞 800 800 800 *800 *800 *800
文具類 3,000 256 786 539 1,867 14

前年度繰越 0 201 0 0 0 0
教 材 費 等 年 額 15,000 9,501 11,100 11,100 11,100 11,100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊4･5･6年の芸術鑑賞費800円は積立金より支出
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給食費、ＰＴＡ会費及び諸費等の納入について

　春和の候、皆様方には益々ご健勝のことと存じます。平素は、本校の教育に何かとご協
力をいただき厚くお礼申し上げます。
　さて、標記につきまして以下の通り徴収させていただきます。
　つきましては、滞りなく引き落としが行われますようご協力をお願いいたします。

１回分
徴収額 5,000 3,100 2,220 2,220 2,220 3,700

① ② ③ ④ ⑤ ⑥



5，　積立金　･･･　林間・修学旅行・卒業アルバム代等

3年 4年 5年 6年

18,000 18,000 18,000 1,800

3,600 3,600 3,600 600

B，　徴収方法及び金額

　　　・　児童一人につき、ＰＴＡ会費・学校諸費・学年活動費・積立金の年額合計を

費目 1年 2年 3年 4年 5年 6年

3回引落 3回引落 5回引落 5回引落 5回引落 3回引落

A1 給食費 0 0 0 0 0 0

A2 ＰＴＡ会費 1,200 1,200 720 720 720 1,200

A3 学校諸費 520 520 312 312 312 520

A4 学年活動費 5,000 3,100 2,220 2,220 2,220 3,700

A5 積立金 3,600 3,600 3,600 600

振興センター掛金 460 460 460 460 460 460

1回目の合計金額 7,180 5,280 7,312 7,312 7,312 6,480

２回目以降 6,720 4,820 6,852 6,852 6,852 6,020

C，　引き落とし日について

　　・学校届出口座からの自動引き落とし日は次のとおりです。

第１回 5月7日 （木） 再振替日 5月15日 （全学年引落）

第２回 6月5日 （金） 再振替日 6月16日 （全学年引落）

第３回 7月3日 （金） 再振替日 7月10日 （全学年引落）

第４回 9月4日 （金） 再振替日 9月16日 （3,4,5年引落）
第５回 10月6日 （火） 再振替日 10月16日 （3,4,5年引落）

3～５年生は引落回数変更で１回分の引落金額が変更になっていますが、年間徴収額は例年通りです。

◆

◆

残高不足のため、引き落としが出来なかった場合は、学校より連絡いたしますので、その都度、
学校の方へ現金で納入していただくよう、よろしくお願いいたします。

諸費納入についてご相談等ありましたらご遠慮なく学校までご連絡お願いいたします。

年　　　　　　　額

１回分徴収額

・Aの「ＰＴＡ会費」「学校諸費」「学年活動費」「積立金」の年額合計について、
　1,2,6年は年3回、3,4,5年は年5回に分けて引き落とします。

【１回分の徴収金額表】

※就学援助家庭は、給食費、学年活動費、振興ｾﾝﾀｰ掛金が免除されます。
　（1年のみ学年活動費差額3,900円をPTA会費と合わせて5月の1回目に引き落とします）
※生活保護家庭は、給食費、振興ｾﾝﾀｰ掛金の引き落としが免除されます。
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